
監 査 公 表 

 

多監公第  ６  号 

 

 地方自治法第１９９条第９項の規定により令和７年度定期監査の結果に 

ついて次のとおり公表する。 

 

 

令和７年６月１９日 

 

多久市監査委員 久 本 智 博 

多久市監査委員 鷲 﨑 義 彦 

 

 

監 査 結 果 報 告 書 

 

 

第１ 監査実施年月日 

 

監 査 実 施 期 間 監 査 部 署 

令和７年５月８日～令和７年６月１２日 議 会 事 務 局 

 

第２ 監査執行者 

多久市監査委員 久本 智博 

        多久市監査委員 鷲﨑 義彦   

 

第３ 監査の項目 

   （１） 財務に関する事務の執行 

   （２） 事業に関する事務の執行 

 

第４ 監査の観点 

（１） 収支の数値等に誤りが無く正確に執行されているか 

（２） 法令等に従って適正に執行されているか 

（３） 事務処理は適切に行われているか 

（４） 契約事務は適正に行われているか 

（５） 備品の管理は適正に行われているか 

 



 第５ 監査の結果 

  財務及び事業に関する事務の執行を、監査の観点に留意し、関係諸帳簿類の確認及

び聞き取り等により監査を行った。 

  この結果、事務の処理、書類の整備等は、概ね適正に処理されていると認められた。 

 

【議会事務局】 

 

１ 指摘事項 

該当事項なし 

 

２ 注意を求める事項 

該当事項なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



監 査 公 表 

 

多監公第 ７号 

 

 

 地方自治法第１９９条第９項の規定により令和７年度定期監査の結果につい

て次のとおり公表する。 

 

令和７年１１月４日 

 

 

多久市監査委員 久 本 智 博  

               多久市監査委員 鷲 﨑 義 彦  

 

監 査 結 果 報 告 書 

 

１ 監査実施年月日 

 

監 査 実 施 期 間 監 査 部 署 

令和７年９月１７日～令和７年１０月２７日 税 務 課 

令和７年９月１６日～令和７年１０月２７日 会 計 課 

      

第２ 監査執行者 

多久市監査委員 久本 智博 

        多久市監査委員 鷲﨑 義彦   

 

第３ 監査の項目 

   （１） 財務に関する事務の執行 

   （２） 事業に関する事務の執行 

 

第４ 監査の観点 

（１） 収支の数値等に誤りが無く正確に執行されているか 

（２） 法令等に従って適正に執行されているか 

（３） 事務処理は適切に行われているか 

（４） 契約事務は適正に行われているか 

（５） 備品の管理は適正に行われているか 



第５ 監査の結果 

  財務及び事業に関する事務の執行を、監査の観点に留意し、関係諸帳簿類の確認及

び聞き取り等により監査を行った。 

  この結果、事務の処理、書類の整備等は、概ね適正に処理されていると認められた。 

 

【税務課】 

 

１ 指摘事項 

該当事項なし 

 

２ 注意を求める事項 

該当事項なし 

 

 

【会計課】 

 

１ 指摘事項 

該当事項なし 

 

２ 注意を求める事項 

該当事項なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



監 査 公 表 

 

多監公第  ８ 号 

 

 

 地方自治法第１９９条第９項の規定により令和７年度定期監査の結果につい

て次のとおり公表する。 

 

 

令和７年１２月２５日 

 

多久市監査委員 久 本 智 博  

          多久市監査委員 鷲 﨑 義 彦  

 

監 査 結 果 報 告 書 

 

１ 監査実施年月日 

 

監 査 実 施 期 間 監 査 部 署 

令和７年１０月１６日～令和７年１２月１７日 総  務  課 

令和７年１０月１６日～令和７年１２月１７日 選挙管理委員会 

令和７年１０月１６日～令和７年１２月１７日 防 災 安 全 課 

令和７年１０月１５日～令和７年１２月１７日 総 合 政 策 課 

 

第２ 監査執行者 

多久市監査委員 久本 智博  

        多久市監査委員 鷲﨑 義彦   

 

第３ 監査の項目 

   （１） 財務に関する事務の執行 

   （２） 事業に関する事務の執行 

 

第４ 監査の観点 

（１） 収支の数値等に誤りが無く正確に執行されているか 

（２） 法令等に従って適正に執行されているか 

（３） 事務処理は適切に行われているか 



（４） 契約事務は適正に行われているか 

（５） 備品の管理は適正に行われているか 

 

第５ 監査の結果 

  財務及び事業に関する事務の執行を、監査の観点に留意し、関係諸帳簿類の確認及

び聞き取り等により監査を行った。 

  この結果、事務の処理、書類の整備等は、概ね適正に処理されていると認められた。 

 

【総務課】 

 

１ 指摘事項 

   該当事項なし 

 

２ 注意を求める事項 

   該当事項なし 

 

【選挙管理委員会】 

 

１ 指摘事項 

   該当事項なし 

２ 注意を求める事項 

   該当事項なし 

 

【防災安全課】 

 

１ 指摘事項 

   該当事項なし 

 

２ 注意を求める事項 

   該当事項なし 

 

【総合政策課】 

 

１ 指摘事項 

   該当事項なし 

 



２ 注意を求める事項 

   該当事項なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



監 査 公 表 

 

多監公第 ９ 号 

 

 

 地方自治法第１９９条第９項の規定により令和７年度定期監査の結果につい

て次のとおり公表する。 

 

 

令和７年１２月２５日 

 

 

多久市監査委員 久 本 智 博  

                    多久市監査委員 鷲 﨑 義 彦 

 

 

 監 査 結 果 報 告 書 

 

１ 監査実施年月日 

 

監 査 実 施 期 間 監 査 部 署 

令和７年１０月１４日～ 令和７年１２月１７日    情報政策課 

令和７年１０月３１日～ 令和７年１２月１７日 都市建設課 

令和７年１１月４日 ～ 令和７年１２月１７日 農 林 課 

令和７年１１月５日  ～ 令和７年１２月１７日 農業委員会 

令和７年１１月６日  ～ 令和７年１２月１７日 環 境 課 

 

 

第２ 監査執行者 

多久市監査委員 久本 智博 

        多久市監査委員 鷲﨑 義彦   

 

第３ 監査の項目 

   （１） 財務に関する事務の執行 

   （２） 事業に関する事務の執行 

 



第４ 監査の観点 

（１） 収支の数値等に誤りが無く正確に執行されているか 

（２） 法令等に従って適正に執行されているか 

（３） 事務処理は適切に行われているか 

（４） 契約事務は適正に行われているか 

（５） 備品の管理は適正に行われているか 

 

 

第５ 監査の結果 

  財務及び事業に関する事務の執行を、監査の観点に留意し、関係諸帳簿類の確認及

び聞き取り等により監査を行った。 

  この結果、事務の処理、書類の整備等は、概ね適正に処理されていると認められた。 

 

 

【情報政策課】 

 

１ 指摘事項 

   該当事項なし 

 

２ 注意を求める事項 

   該当事項なし 

 

 

【都市建設課】 

 

１ 指摘事項 

   該当事項なし 

 

２ 注意を求める事項 

   該当事項なし 

 

 

 

 

 

 



 

【農林課】 

 

１ 指摘事項 

   該当事項なし 

 

２ 注意を求める事項 

   該当事項なし 

 

【農業委員会】 

 

１ 指摘事項 

   該当事項なし 

 

２ 注意を求める事項 

   該当事項なし 

 

【環境課】 

 

１ 指摘事項 

   該当事項なし 

 

２ 注意を求める事項 

   該当事項なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 監 査 公 表 

 

多監公第  ２ 号 

 

 

 地方自治法第１９９条第９項の規定により令和７年度定期監査の結果につい

て次のとおり公表する。 

 

 

令和８年３月３日 

 

多久市監査委員 久 本 智 博  

                    多久市監査委員 鷲 﨑 義 彦 

  

監 査 結 果 報 告 書 

 

１ 監査実施年月日 

   

監 査 実 施 期 間 監 査 部 署 

令和８年１月１６日 ～令和８年 ２月２５日 教育委員会 学校教育課 

令和８年１月１６日 ～令和８年 ２月２５日 教育委員会 教育振興課 

令和８年１月１６日 ～令和８年 ２月２５日 商 工 観 光 課 

令和８年１月１５日 ～令和８年 ２月２５日 人権・同和対策課 

 

 

第２ 監査執行者 

多久市監査委員 久本 智博 

        多久市監査委員 鷲﨑 義彦   

 

第３ 監査の項目 

   （１） 財務に関する事務の執行 

   （２） 事業に関する事務の執行 

 

 

第４ 監査の観点 

（１） 収支の数値等に誤りが無く正確に執行されているか 



（２） 法令等に従って適正に執行されているか 

（３） 事務処理は適切に行われているか 

（４） 契約事務は適正に行われているか 

（５） 備品の管理は適正に行われているか 

 

第５ 監査の結果 

   財務及び事業に関する事務の執行を、監査の観点に留意し、関係諸帳簿類の確認

及び聞き取り等により監査を行った。 

   この結果、事務の処理、書類の整備等は、概ね適正に処理されていると認められ

た。 

 

【学校教育課】 

    

１ 指摘事項 

該当事項なし 

 

２ 注意を求める事項 

備品の令和 7 年 1 月購入のリモコン式壁掛け扇風機 2 台が壁に取り付けられておら

ず、未使用の状態で倉庫に保管されている。（放課後児童クラブ西渓校） 

 

【教育振興課】 

 

１ 指摘事項 

該当事項なし 

 

２ 注意を求める事項 

「令和６年度緑が丘弓道場歩道支障木伐採業務委託」契約において、予定価格が多久

市財務規則第 100条に定める金額を超えているにもかかわらず、2者見積もりで随意契

約理由書もなく随意契約されている。入札に付すべき案件である。 

 

【商工観光課】 

 

１ 指摘事項 

該当事項なし 

 

２ 注意を求める事項 



該当事項なし 

 

 

【人権・同和対策課】 

 

１ 指摘事項 

   該当事項なし  

 

２ 注意を求める事項 

   該当事項なし 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



監 査 公 表 

 

 

多監公第 ４ 号 

 

 

 地方自治法第１９９条第９項の規定により令和７年度定期監査の結果について次の

とおり公表する。 

 

 

令和８年３月２７日 

 

 

多久市監査委員 久 本 智 博  

                       多久市監査委員 鷲 﨑 義 彦 

 

監 査 結 果 報 告 書 

 

第１ 監査実施年月日 

  

監 査 実 施 期 間 監 査 部 署 

令和８年２月 ５日～令和８年３月２５日 市 民 課 

令和８年２月 ６日～令和８年３月２５日 福 祉 課 

令和８年２月 ６日～令和８年３月２５日 健 康 増 進 課 

令和８年２月 ９日～令和８年３月２５日 高齢・障害者支援課 

 

第２ 監査執行者 

多久市監査委員 久本 智博 

        多久市監査委員 鷲﨑 義彦   

 

第３ 監査の項目 

   （１） 財務に関する事務の執行 

   （２） 事業に関する事務の執行 

 

第４ 監査の観点 

（１） 収支の数値等に誤りが無く正確に執行されているか 



（２） 法令等に従って適正に執行されているか 

（３） 事務処理は適切に行われているか 

（４） 契約事務は適正に行われているか 

（５） 備品の管理は適正に行われているか 

 

 

第５ 監査の結果 

  財務及び事業に関する事務の執行を、監査の観点に留意し、関係諸帳簿類の確認及

び聞き取り等により監査を行った。 

  この結果、事務の処理、書類の整備等は、概ね適正に処理されていると認められた。 

 

【市民課】 

 

１ 指摘事項 

該当事項なし 

 

２ 注意を求める事項 

該当事項なし 

 

【福祉課】 

 

１ 指摘事項 

該当事項なし 

 

２ 注意を求める事項 

該当事項なし 

 

 

【健康増進課】 

 

１ 指摘事項 

該当事項なし 

 

２ 注意を求める事項 

該当事項なし 

 



【高齢・障害者支援課】 

 

１ 指摘事項 

該当事項なし 

 

２ 注意を求める事項 

該当事項なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



監 査 公 表 

 

 

多監公第 ３ 号 

 

 

 地方自治法第１９９条第９項の規定により令和７年度財政援助団体等監査の結果に

ついて次のとおり公表する。 

 

 

令和８年３月３日 

 

 

 

多久市監査委員 久 本 智 博  

                        多久市監査委員 鷲 﨑 義 彦  

 

 

１ 監査実施年月日 

 

   

監 査 実 施 期 間 監 査 部 署 

令和８年１月９日～令和８年２月２５日 

 

公益財団法人 孔子の里 

  



 

財政援助団体等監査結果報告書 

 

第１ 監査の概要 

１ 監査の種類 

   地方自治法第１９９条第 7項の規定に基づく監査 

２ 監査の期間 

   令和８年１月９日から２月２５日まで 

３ 監査の対象 

    団 体 ： 公益財団法人 孔子の里 

   所管課 ： 教育振興課 

４ 監査の項目 

   令和 6年度に交付した補助金にかかる出納その他の事務 

  ＊孔子の里事業補助金        補助額   8,569,000円 

令和 6年度公の施設管理（指定管理者）にかかる出納その他の事務 

    ＊東原庠舎管理運営委託業務     委託料   4,095,220円 

    ＊多久聖廟展示館管理業務      委託料  1,200,000円 

５ 監査の方法及び観点 

監査の実施にあたっては、主に次の事項が適正におこなわれているかどうかについ 

 て、監査対象団体及び所管課から関係書類の提出を求め、関係諸帳簿及び証拠書類と

の照合による書類審査、並びに関係者及び関係職員から説明を聴取し実施した。 

（１）財政援助団体関係  

①  事業計画書、予算書及び決算諸表等と所管課へ提出した補助金の交付申請書、 

実績報告等は符合するか。  

②  補助金交付申請書の提出及び補助金の請求、受領は適時に行われているか。  

③  事業は、計画及び交付条件に従って実施され、十分効果が上げられているか。

また、補助金が補助対象事業以外に流用されていないか。  

④  出納関係帳票の整備、記帳は適正か。また、領収書等の証拠書類の整備、保存 

は適切か。  

⑤  補助金に係る収支の会計経理は適正か。  

（２）財政援助団体の所管課関係  

①  補助金の交付決定は法令等に適合しているか。  

②  補助金の交付目的及び補助対象事業の内容は明確なもので、公益上の必要性 

が認められるか。 

③  補助金の額の算定、交付方法、時期、手続等は適正か。  



④  補助金の効果及び条件の履行の確認は、実績報告書等に基づいているか。また 

補助金の額の確定は適正か。 

（３）指定管理者関係  

① 事業の執行は協定書及び仕様書のとおり実施されているか。 

② 会計処理は適正に行われているか。 

③ 出納関係帳簿の整備、記帳は適正に行われているか。 

④ 収納事務は適正に行われているか。 

⑤ 施設の利用促進のための努力はなされているか。 

⑥ 施設の管理運営は適切に行われているか。 

（４）指定管理者の所管課関係  

① 公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定は、法、条例等に根拠をおいてい

るか。 

② 指定管理者の指定は適正・公正に行われているか。 

③ 協定書の締結は適正に行われているか。 

④ 指定管理者に対する指導監督は適切に行われているか。 

⑤ 業務履行確認は事業報告書により適切に行われているか。 

 

第２ 監査の結果 

 財務に関する事務の執行を、監査の観点に留意し、関係諸帳簿類の確認及び聞き取り

等により監査を行った。 

 この結果、事務の処理、書類の整備等は、概ね適切に処理されていると認められた。 

 指摘、指導事項については、次のとおりである。補助事業の執行及び公の施設の管理

にあたっては、今後とも、厳正かつ効果的に遂行されるよう要望する。 

 

【公益財団法人 孔子の里】 

１ 指摘事項 

該当事項なし 

  

２ 注意を求める事項 

  〔公の施設の管理（指定管理者）関係〕 

  ・管理運営に関する協定書に定める業務の履行について  

    指定管理業務に関する協定書等において、指定管理者が行う業務とされている

事項で実施されていない事案が見受けられたことから基本協定書等の規定を遵

守されたい。 

  「多久聖廟展示館及び多久市東原庠舎の管理運営に関する協定書」の第 20条（緊

急事対策等）、及び「多久聖廟展示館及び多久市東原庠舎指定管理者業務基準書」



の 4 業務内容（5）利用者の安全確保に関すること、において規定されている防

犯・防災対策マニュアルの作成、職員への指導及び訓練について、防災対策マニ

ュアルは作成されていたが、防犯マニュアルの作成がなされていなかった。 

   協定書及び業務基準書に基づき、防犯マニュアルを作成されたい。また、職員へ

の指導及び訓練をされたい。 

 

 

【所管課：教育振興課】 

１ 指摘事項 

 該当事項なし 

 

２ 注意を求める事項 

  〔公の施設の管理（指定管理者）関係〕 

  ・管理運営に関する協定書に定める業務の履行について 

    指定管理業務に関する協定書等において、指定管理者が行う業務とされている

事項で実施されていない事案が見受けられた。指定管理者の管理運営の状況を的

確に把握し、協定書等の履行の確認を行うとともに、必要に応じて指導を行うな

ど、指定管理者の管理監督を適切に行われたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

監 査 公 表 

 

 

多監公第 ５ 号 

 

 

 地方自治法第１９９条第９項の規定により令和７年度財政援助団体等監査の結果に

ついて次のとおり公表する。 

 

 

令和８年３月２７日 

 

 

 

多久市監査委員 久 本 智 博  

                        多久市監査委員 鷲 﨑 義 彦  

 

 

１ 監査実施年月日 

 

   

監 査 実 施 期 間 監 査 部 署 

令和８年２月４日～令和８年３月２５日 

 

社会福祉法人 多久市社会福祉協議会 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

財政援助団体等監査結果報告書 

 

第１ 監査の概要 

１ 監査の種類 

   地方自治法第１９９条第 7項の規定に基づく監査 

２ 監査の期間 

   令和８年２月４日から３月２５日まで 

３ 監査の対象 

    団 体 ： 社会福祉法人 多久市社会福祉協議会 

   所管課 ： 福 祉 課 

４ 監査の項目 

  令和６年度に交付した補助金にかかる出納その他の事務 

 補助金の名称 

   ＊社会福祉協議会運営費補助金        補助額 11,213,000円 

   ＊福祉振興事業助成金            補助額  4,515,649円 

   ＊遺家族援護費補助金            補助額   869,150円 

５ 監査の方法及び観点 

監査の実施にあたっては、主に次の事項が適正に行われているかどうかについて、

財政援助団体及び所管課から関係書類の提出を求め、関係諸帳簿及び証拠書類との照

合による書類審査並びに関係者及び関係職員から説明を聴取し実施した。 

（１）財政援助団体関係  

①  事業計画書、予算書及び決算諸表等と所管課へ提出した補助金の交付申請書、 

実績報告等は符合するか。  

②  補助金交付申請書の提出及び補助金の請求、受領は適時に行われているか。  

③  事業は、計画及び交付条件に従って実施され、十分効果が上げられているか。

また、補助金が補助対象事業以外に流用されていないか。  

④  出納関係帳票の整備、記帳は適正か。また、領収書等の証拠書類の整備、保存 

は適切か。  

⑤  補助金に係る収支の会計経理は適正か。  

（２）所管課関係  

①  補助金の交付決定は法令等に適合しているか。  

②  補助金の交付目的及び補助対象事業の内容は明確なもので、公益上の必要 

性が認められるか。 

③  補助金の額の算定、交付方法、時期、手続等は適正か。  



④  補助金の効果及び条件の履行の確認は、実績報告書等に基づいているか。また 

補助金の額の確定は適正か。 

第２ 監査の結果 

 財務に関する事務の執行を、監査の観点に留意し、関係諸帳簿類の確認及び聞き取り

等により監査を行った。 

 この結果、事務の処理、書類の整備等は、概ね適切に処理されていると認められた。 

 指摘、指導事項については、次のとおりである。補助事業の執行にあたっては、今後

とも、厳正かつ効果的に遂行されるよう要望する。 

 

【社会福祉法人 多久市社会福祉協議会】 

１ 指摘事項 

・ 該当事項なし 

 

２ 注意を求める事項 

・ 該当事項なし 

 

 

【所管課：福祉課】 

１ 指摘事項 

・ 該当事項なし 

 

２ 注意を求める事項 

・ 該当事項なし 

 

 


